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地 域 再 生 計 画 
 
１地域再生計画の申請主体の名称 
                 ふくしまけん   あいづばんげまち 

 福島県    会津坂下町 

 
２地域再生計画の名称          

グリーン・ツーリズム拠点施設整備事業 

 
３地域再生の取組を進めようとする期間  

平成 16 年度 

 
４地域再生計画の意義及び目標     

 
当町は、福島県の西北部に位置する、人口１８，８３８人、世帯数５，５６１戸、面積

９１．６５ｋ㎡、標高１７０ｍ～２００ｍで、古くは越後街道の宿場町として商業が発展

し、一級河川の合流地にある地形から肥沃な土壌を持つ水田農業を主とする平地農業地域

ですが、近年は、交通網の整備・モータリゼーションと近郊大型店の影響による商業の衰

退と、農業所得の低下による後継者不足による人口減少が著しく、平成 12 年 3 月過疎地

域自立促進特別措置法の制定までの間は過疎地域に指定されていたことから、今後の地域

経済が憂慮される状況にある。 

 現在当町では、町振興計画重点施策として地域の活性化と農業生産物に対する都市住民

意識の向上を図るため、平成 1４年 2 月よりグリーン・ツーリズム事業を展開し、農業体

験部会・農村民泊部会・農業エスコート部会のさまざまな活動を通しての実践・経験の交

流をから、緑豊かな自然と共生をする活力ある農村社会の創造と、当町振興を目指し取り

組んでいる。 

グリーン・ツーリズム事業は、農村住民と都市住民による双方向性の交流事業であり、

そこから発生するさまざまな効果として、当町地域は、「農」を活かした交流を通して、そ

の価値を再認識することができ、新たな農村生活を見直すことによる質の高いライフスタ

イルを住民自らが享受できるようになり、また、経済的にもグリーン・ツーリズム事業を

ビジネスとして持続的な収入確保が可能となるなど、新たな生産販売チャンス発生が予測

されると共に、Ｉターン者や、ボランティアグループ、学生やＯＬのワーキングホリデー

や、専門家など多様な人材交流が実現することを考慮すると、過疎農村である当町の地域

活性化にとっては欠くことができないものであり、事業推進のための拠点施設整備が求め

られている。 

当町既存施設である「農村環境改善センター」は、地域農業振興と農村活性化を図るた

め、農村住民と都市住民が学習・集会・体験ができる施設として、農林水産省「農村総合

整備モデル事業」により平成 6 年度・平成 7 年度の 2 ヵ年で設置し、有効に利用している。

しかし、その利用者数は平成 1６年３月までの８年間で延べ ７５，４５４人となってお

り ９６パーセントが町内住民によるもので、年 1 回のソバまつりの３，０００人を除く

と設置基本計画に位置付けた都市住民の利用は著しく少なく、利用率向上が課題となって
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いる現状にある。 

以上のことから、当町地域経済の活性化と農業振興のためには、グリーン・ツーリズム

事業を積極的に推進することによる交流人口を増やすことが重要な施策であり、農村住民

と一体的な生活をする研修センター施設として、また、農村と都市住民との有機的な深い

交流が可能な施設として利活用が求められていることから、事業拠点センター施設として、

既存施設である「農村環境改善センター」に宿泊機能を持たせ、都市住民の個人やグルー

プ、学生生徒や大学生などが、農家民泊と集合研修泊を組み合わせることによる一層の事

業効果の達成を目指し、これらによる施設の利用率向上が図られことから、交流からのさ

まざまなり利用が可能となることにより、通年グリーン・ツーリズム事業の都市住民によ

る利用者数を平成 15 年の 40 人から、平成 18 年にはツーリズム１グループ１０人で３０

回の計３００人、延べ６００人を目標として事業を展開し、経済的にも地域活性化施設と

しての高い役割が存在することとなり設置目的の利用効果達成を図る。 

 
５地域再生計画の実施が地域に及ぼす経済的社会的効果 

 
グリーン・ツーリズム事業がもたらす経済的社会的効果は、当町地域として、①農家の

経済の多角化、②農業ビジネスチャンスの創出、③農村文化の再構成、④農村自然環境の

再保全、⑤農村経営の連帯体制確立などの効果があり、都市住民にとっては、緑豊かな農

村地域での自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動の体験から、①農業・農

産物への理解、②農業伝統文化への体験、③自己心身のリフレッシュ、④健康維持、⑤子

供への教育効果など多様な効果を期待でき、また、農村と都市が相互に補完しあい共生し

くことによる国土の均衡ある発展に寄与できる。 

 
６講じようとする支援措置の番号及び名称 

 
                番 号：１３００４ 

                名 称：補助対象施設の有効活用 

 
７構造改革特区の規制の特例措置により実施する取組その他の関連する事業 

 
                該当なし 

                 
８その他の地域再生計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

 
                該当なし 



別 紙 

 

 
  １ 支援措置の番号及び名称 

 
                番 号 ： １３００４  

 
                名 称 ： 補助対象施設の有効利用 

 

 
  ２ 当該支援措置を受けようとする者 

 
                ふくしまけん   あいづばんげまち 

                福 島 県   会 津 坂 下 町 

 

 

  ３ 当該支援措置を受けて実施又はその実施を促進しようとする取組の内容 

 

 
平成 6 年度・平成 7 年度に農林水産省「農村総合整備

モデル事業」で設置した「農村環境改善センター」を

宿泊可能施設として整備活用し、町振興計画重点施策

のグリーン・ツーリズム事業で交流研修宿泊を実施し、

農家民泊と合わせ事業目的の達成を図り地域経済を

活性化する。 
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（支援措置１３００４に係る添付書類） 

 

１ 補助事業者の意見 

 （会津坂下町の意見） 

 
   町振興計画重点施策として地域の活性化と農業生産物に対する都市住民意識の向上を図るため、

平成 1４年 2 月よりグリーン・ツーリズム事業を展開し、緑豊かな自然と共生をする活力ある農村

社会の創造を目指し取り組んでいる。 

グリーン・ツーリズム事業は、農村住民と都市住民による双方向性の交流事業であり、そこから発

生するさまざまな効果は地域活性化に欠くことができないものであり、事業推進のための拠点施設

整備が求められている。 

そのため、本施設を転用し、宿泊機能を持たせ集合研修宿泊施設してとの有効に使用すること

により一層の設置目標達成が図られる。 

 

（施設の概要） 

   事 業 名  農村総合整備モデル事業 

   事業目的  農業経営及び農家生活の改善合理化並びに地域住民の連帯感の醸成と健康増進を

図り、農村の環境改善を推進する。 

   所 在 地  福島県河沼郡会津坂下町大字見明 地内 

   事業主体  会津坂下町 

   施設名称  「農村環境改善センター」 

   延床面積   ９７９．２４ ㎡ 

   建物構造   鉄骨造・横葺・二階建・外壁ＡＬＣ複層塗・２丁掛タイル  

   建 設 費     １９９，４００ 千円 

   用地取得費   該当なし （既存町有地） 

   財源内訳  国庫  ９９，７００ 千円（ ５０／１００） 

         県費   ９，５７１ 千円（  ４．８／１００） 

         町費  ９０，１２９ 千円（ ４５．２／１００） 

   工  期  平成６年９月～平成７年１２月 

管理主体  会津坂下町 

 

２ 当該施設における補助目的を取り巻く社会経済情勢の変化 

 

 ○施設「農村環境改善センター」の整備目的 

    本施設は、担い手農家の育成や稲作経営研修・集落営農・低コスト農業・機械施設の共同利用・

農産物の加工・研究・開発及び販売など様々な農業課題の解決を行うため、農家住民が中心的に

利用できる施設として、また、地域の農家と非農家との交流の場としての地域内交流拠点施設、

都市住民交流施設として、地域の活性化を目的に平成５年度に施設計画を策定し、平成６年度に

建設着手、平成８年１月から供用開始された。 

   設置場所は、会津坂下町見明地区にあり、周辺に体育施設の町営スキー場、保養施設の町営温泉
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施設、野外ステージ、駐車場、教育の森など自然活動、野外活動の町営拠点施設がある。 

そこで、町は、農村環境を改善する中核活性化施設として位置づけ、住民交流と都市住民との交

流や若者が常住できる活気と魅力あるまちづくりを目指した。 

 

○社会情勢等の変化 

会津坂下町は、盆地特有の地理的条件を活かした水田農業を基幹産業としており、県下でも

有数の米どころとして高い農業生産額を維持していたが、農産物の価格低迷と生産コストの増

加、地域間競争の激化、後継者不足等により農業生産活動等が停滞していたことから、各種課

題の解決並びに、担い手育成・集会研修による地域内交流と都市住民交流施設として農家地域

活性化を図るため、平成６年に本事業が着工された。 

    「農村環境改善センター」の整備に当たっては、当初、農村地域の活性化事業として担い手農

家育成や農業技術講習会、地域住民交流活動等の地域内交流を主体とした施設利用計画と都市

住民交流を立てたが、その後の社会経済情勢の低下、特に景気低迷による都市住民の来町が少

なく都市住民の利用が著しく少ない状況にある。 

      このような状況下において、都市間交流からの地域活性化と、緑豊かな自然と共生をする活

力ある農村社会の創造を目指し、農村地域と都市住民が求めるグリーン・ツーリズム事業を積

極的に推進することが求められ、当町として平成 1４年 2 月よりグリーン・ツーリズム事業展

開をしている。 

 

○ 有効活用の目的 

当町地域経済の活性化を図るためグリーン・ツーリズム事業の拠点施設として「農村環境改善

センター」に宿泊機能を追加し、農村住民と都市住民による双方向性の交流事業を推進し、都市

住民の個人とグループ、大学生や生徒を対象に農家民泊と集合研修泊との相乗効果により利用率

向上を図る。 

 

３ 当該施設における最近の状況 

 

 ①計画利用人数 

   平成 5 年計画 ２７，０１３ 人 

 

 ②最近３年間の利用状況 

   平成１３年度 １２，６１９ 人（町民１１，６１９人、都市住民 １，０００人） 

   平成１４年度 １８，２９７ 人（町民１７，２９７人、都市住民 １，０００人） 

   平成１５年度 １８，１４０ 人（町民１７，１００人、都市住民 １，０４０人） 

 ③最近３年間の管理運営費の支出状況 

平成１３年度  ２，７８２ 千円 

   平成１４年度  ２，７７０ 千円 

   平成１５年度  ２，９７４ 千円 
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４ 補助対象施設の現状 

    

「農村環境改善センター」では、平成 15 年度の年間利用者数が １７，１３２人で、利用計画

27,013 人に対し６３．４パーセントになっているが、そのほとんどが町内住民によるもので、都市

住民の利用は年 1 回のソバまつり 1,000 人とグリーン・ツーリズム事業の 40 人のみとなってお

り交流住民のよる利用は著しく少ない。 

当該施設の施設管理は、委託を受けた 株式会社 会津ばんげ公共サービス が適正に管理して

いる。 

 

 

５ 転用の必要性 

 

   「農村環境改善センター」を取り巻く社会情勢等が変化する中で、当該施設は、これまでの利活

用に加え、都市住民との交流拠点施設として整備することが求められている。 

   そこで、グリーン・ツーリズム事業地域外の都市との交流を促進し地域の活性化を図るために、

集合宿泊研修が可能なものとして改修整備し、施設の有効利用を行う必要がある。 

 

 （施設改修等についての考え方） 

① ２階和室の「生活改善研修室」を移動式パーティション により３室に施錠のできる間仕切

りをして男女別に使用する。 

② １階「農産加工実習室」を調理室と兼用とするため、排気ダクトを設置する。 

③ ２階「湯沸し室」の一部を洗面所へ改修する。 

   ④ １階「下足室」に洗濯機・乾燥機を設置する。 

 

６ 転用の時期 

   計画認定後、施設の設置及び管理に関する条例改正を議会に諮り、平成 17 年 4 月より宿泊転用

を実施する。 

 

７ 転用の相手方 

                該当なし 

 

８ 転用の形態（譲渡・貸与の別、有償・無償の別） 

                該当なし 

 

９ 転用後の施設の目的 

 

従来の施設設置目的に加え、地域の活性化を図るため、農村と都市の交流事業であるグリーン・

ツーリズム事業で都市住民やグループ、大学生や生徒の集合宿泊研修施設として利用し、相互の有

効活用による利用率向上を目指すが、設置当初の目的に沿った従来の利用に支障が生じないものと

するため、施設の管理条例及び規則の改定時に所要の措置を講じる。 
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１０ 転用により期待される効果 

 

グリーン・ツーリズム事業がもたらす効果は、当町地域として、①農家の経済の多角化、②農業

ビジネスチャンスの創出、③農村文化の再構成、④農村自然環境の再保全、⑤農村経営の連帯体制

確立などの効果があり、都市住民にとっては、緑豊かな農村地域での自然、文化、人々との交流を

楽しむ滞在型の余暇活動の体験から、①農業・農産物への理解、②農業伝統文化への体験、③自己

心身のリフレッシュ、④健康維持、⑤子供への教育効果など多様な効果を期待できる。 

 




